
平成20年度　事業評価シート

事業類型区分 1

●事業の位置付け

昭和 平成 44 ある 年度 なし

市 国 府 民間 その他　　　　　　　　( )

●事業の概要

平成２０年度に行う
特記事項
（改革・改善内容等）

直営 委託 協働 補助 貸付 その他　  ( )

　小学校に就学している1年生から4年生までの児童で、両親等が就労等のため、学校の授業終了後も家庭において監護を受けられない留守家庭児童の保育を行
い、学童の健全な育成を図る。

○保育料　　　 学童1人当たり月額7,600円、減免制度有（父子・母子家庭、非課税世帯等）
○開所期間　　日祝日、年末年始、及び8月15・16日を除く日
○開所時間　　月～金曜日：授業終了後から　19：00まで
　　　　　　　　　土曜日及び学校長期休業時（春、夏、冬休み）　8：30　～　19：00

年度

・城陽市次世代育成支援推進事業行動計画

社会の変化に即して、子育て家庭を地域全体で支え、次代を担う子どもたちが心身ともに健やかに育つ環境を築いていくため策定した、城
陽市次世代育成支援推進事業行動計画「じょうよう冒険ランドプラン」の着実な実行に向けて取組んでまいります。

終期設定(終了予定)開始
事 業 期 間

事 業 方 法

こ れ ま で の 事 業 の 経 緯
（改革・改善等の取組み経過等）

育成係

市民サービス（独自）学童保育事業事 業 名

所 管 部 課 名
部名 課名

区分

主

施策

（1）　仕事と家庭の両立支援

子育て支援課

総 合 計 画 ・ 施 策 分 類

関連する位置

係名
福祉保健部

章

第3章　健康で幸せなまち
づくり

節

第4節　子育てしやすい環境づくりを推進する

法 的 根 拠

関 連 す る 計 画 等

事 業 主 体

事　　　　　業　　　　　目　　　　的
（だれを、どのような状態にしたいの
か、どのような効果を得ようとしてい
るのか）

事　　　　　業　　　　　概　　　　　要
（事業目的を達成するために、だれ
に、何を行うのか）

市 長 公 約 等

児童福祉法第6条の2(事業)、第34条の7(放課後児童健全育成事業の開始等)

寺田南学童保育所のトイレ改修工事

○　H⑭年度から全土曜日開所
○　H⑯年度から終了時間を1時間延長し、19：00に変更

あり なし

あり なし

あり なし
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育成係

市民サービス（独自）学童保育事業事 業 名

所 管 部 課 名
部名 課名

子育て支援課
係名

福祉保健部

●事業の推移 会計名 会計

（単位：千円）

●評価指標
視点 指標名 単位

登録児童比率 ％

登録児童１人当たり運営
経費

円

コスト　　　　　　　　　　(b)

効率性
（単位当たりコ
ストが基本とな
ります：b/a）

事業量(活動指標)　　　　　　　(a)

総 事 業 費

平成１９年度 平成２０年度単位

546 524

効　果
(事業が果たし
た効果を示しま
す)

事 業 費

平均登録児童数

正 職 人 件 費

正規職員数　（人日）

財 源 内 訳

運営経費÷登録児童数 H19 176千円

人

平成２１年度 平成２２年度

524

算式

平均登録児童数÷対象児童数(小1～4) H19 20% H⑰：18.1　→　⑱：20.1　→　H⑲：19.5
（H⑰：505.4　→　H⑱：571.8　→　H⑲：546.4）

H⑰：175　→　H⑱：165　→　H⑲：176

経年、他市等比較指標値

66,481

測定年度

29,960 28,405 28,405 28,405

6,107 6,382 6,382 6,382

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

102,025 101,268 101,268 101,268(A)+(B)

(A)

特定財源

一般財源

(B)

148

65,958

148 148

66,481

94,886 94,88695,918

148

94,886

66,481

一般

524
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育成係

市民サービス（独自）学童保育事業事 業 名

所 管 部 課 名
部名 課名

子育て支援課
係名

福祉保健部

●今後の方向性（改革・改善方向）

●今後の方向性（総合評価）

●

次期評価時期 平成 21 年度 低い　← 普通 →　高い

●別途添付資料　(評価の内容を具体的に示す資料等を添付する）

前 回 評 価 時 の 改 革 改 善 案
及び ２次評価 コ メ ン ト に対する
こ れ ま で の 取 組 内 容

〔事業効率性の位置〕

① 指導員募集にあたっては、従来どおりの広報じょうよう紙上での募集に加えて、ハローワークを活用し、長期休業期間中等の指導員の確保に努めた。
② 保育料の収納率向上にあたっては、未納分の督促回数を増やす等して、収納率向上に努めた。
③ 保育料の見直しについては、長引く社会経済状況の低迷等を考慮し、従来どおりとしている。
④ 平成19年度より実施されている「放課後子どもプラン」との連携について、教育委員会と調整を行い、実施している。

事 業 目 的 を 達 成 す る
上 で の 課 題

① 指導員の変則勤務や加配職員等による勤務体制管理業務の複雑化。特に長期休業期間中の追加要員の確保。
② 土曜日並びに長期休業期間中の朝の開所時間拡大の要望。
③ 学童保育所保育料の収納率の向上対策。
④ 適正な保育料の設定、並びに運営経費の削減。
⑤ 老朽施設の改修。

今 後 の 改 革 改 善 案

① 早期の指導員募集やハローワークの活用により、要員の増加策を検討する。
② 学童保育所保護者連絡協議会と地域協働を検討している。
③ 収納率の向上に向けた取り組みを進める。
④ 適正な保育料の設定、並びに運営経費の削減に向け検討する。
⑤ 寺田南学童保育所のトイレ改修工事については、今年度に実施する。
⑥ 老朽施設の改修については、計画的に進める。

1 次 評 価
( 各 部 評 価 )

理由

　留守家庭児童を保育することにより、利用児童の健全な育成が図れており、欠くことので
きない制度となっている。

2 次 評 価
(評価委員会)

コメント

　指導員の確保や保育児童の多い園への対応など、課題改善に取り組み事業を継続する
こと。

拡大・充実

継続

縮小

廃止・休止

事務見直し

事業の経営効率性

事
業
が
果
た
し
た
効

果

拡大・充実

継続

縮小

廃止・休止

事務見直し
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